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諮問庁：法務大臣 

諮問日：平成２８年６月２７日（平成２８年（行情）諮問第４４１号） 

答申日：平成２８年１２月２１日（平成２８年度（行情）答申第６２１号） 

事件名：平成２７年司法試験運営責任者注意事項等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

  別紙１に掲げる文書１ないし文書４（以下「本件対象文書」という。）

につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不開示とす

べきとしている部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年３月１日付け法務省人試第

３９号により法務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行っ

た一部開示決定（以下「原処分」という。）について，原処分を取り消す

ことを求める。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

    具体的にいかなる理由により，個別の不開示部分が６号の不開示情報

に該当するかが分からないから，これを明らかにしてもらうために異議

申立てをする。 

（２）意見書 

最高裁は，異議申立人に対し，平成２６年１２月１９日付けで，①裁

判所職員採用試験の筆記試験の実施要領（資料２の１ 添付略）の全部，

及び②裁判所職員採用試験の人物の実施要領（資料２の２ 添付略）の

相当部分を開示した。（資料１ 添付略） 

    しかし，このことによって裁判所職員採用試験の実施事務の適正な遂

行になんらの支障も発生していない。 

    よって，本件文書の不開示部分の相当部分は，不開示情報に該当しな

いといえる。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

  （１）司法試験制度について 

ア 司法試験の概要 

     司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士とする者に必要な学識及びそ
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の応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験であ

る（司法試験法１条１項）。 

     司法試験の受験資格者は，法科大学院を修了した者，又は，司法試験

予備試験に合格した者であり，これらの者が受験資格を取得してから最

初の４月１日から５年を経過するまでの間，司法試験を受験することが

できる（同法４条１項）。 

     司法試験は，毎年１回，５月中旬頃に実施され，短答式試験と論文式

試験による筆記の方法で行われる（同法２条１項）。 

イ 司法試験の運営体制の概要 

     司法試験に関する事項を適正に管理するために，国家行政組織法８条

及び司法試験法１２条１項の規定に基づき，法務省の所轄の下に，委員

７名から構成される司法試験委員会が置かれ，司法試験委員会において，

司法試験の実施に関する事務等をつかさどる（同法１２条２項）。 

     司法試験委員会の庶務は，法務省大臣官房人事課が行うとされており

（司法試験委員会令７条），同課所属の法務省職員において，司法試験

委員会の庶務を行っている。 

ウ 平成２７年司法試験の実施状況 

     平成２７年司法試験は，同年５月１３日，１４日，１６日，１７日の

４日間にわたり，全国７試験地において実施されており，開始初日から

３日間にわたり論文式試験が実施され，最終日に短答式試験が実施され

た。 

     平成２７年司法試験においては，例年の司法試験実施業務と同様，法

務省職員の指揮監督の下，司法試験実施委託業務を一般競争入札手続に

よって落札した委託業者から派遣される試験運営担当者によって，試験

業務が実施運営された。 

     全国７試験地１０か所に設けられた各試験場においては，法務省職員

である法務省責任者及び法務省副責任者の指揮監督の下で，試験運営担

当者である運営責任者，運営責任者を補佐する運営副責任者，及び，相

当数の試験実施員によって試験業務が実施運営されている。この試験実

施員は，試験事務室の試験業務に従事する会場係員，会場入口から試験

室への受験者の誘導を行う会場整理員，個々の試験室の責任者として試

験を監督する監督員，及び，監督員の指揮を受けて試験監督の補助を行

う監督補助員で構成されている。 

（２）本件対象文書の一部を不開示とした理由について 

   ア 本件対象文書 

     異議申立人は，平成２８年２月１日付け同人作成に係る行政文書開示

請求書において，「司法試験会場の運営に関するマニュアル（最新版）」

の開示を求めている。 
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     上記（１）のア記載のとおり，司法試験は毎年実施されており，試験

実施事務委託業者においては，毎年，実施事務に従事する者らの参考に

供するため，監督上の注意事項等を記載した実施運営に関する要領を作

成している。しかし，平成２８年司法試験については，上記開示請求時

点においてまだ試験実施準備の段階であったことから，かかる文書は作

成されていなかったものである。 

そこで，本件対象文書として，平成２７年司法試験における試験場で

の実施運営に関する要領である「平成２７年司法試験運営責任者注意事

項」と題する文書（文書１），「平成２７年司法試験試験事務室実施要

領」と題する文書（文書２），「平成２７年司法試験実施要領」と題す

る文書（文書３）及び「平成２７年司法試験実施要領【資料集】」と題

する文書（文書４）の４文書と特定した上，平成２８年３月１日，その

一部を開示する旨の決定を行った。 

   イ 本件対象文書の一部を不開示とした理由 

     文書１ないし４は，司法試験実施業務に従事する者の実施要領が記載

されているところ，不開示とした部分には，関係者以外には知り得ない

情報であって，これを公にした場合，試験時間の管理や試験問題等の管

理等につき支障を及ぼす試験妨害行為を容易にする情報，又は，カンニ

ング等の不正行為を容易にする情報が記載されている。すなわち，不開

示とした部分には，これを公にすると，試験の公正性・公平性が害され

る危険を招き，司法試験に係る事務に関し，違法若しくは不当な行為を

容易にし，若しくはその発見を困難にするなど司法試験実施事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある（法５条６号本文及び同号イ該当）

情報が記載されていることから，当該情報が記載されている部分を不開

示としたものである。 

これに対して，異議申立人は，「具体的にいかなる理由により，個別

の不開示部分が６号の不開示情報に該当するかが分からない」旨主張し，

本件異議申立てを行っているところ，以下詳述するとおり，同主張に理

由はない。 

（３）異議申立人の主張に理由がないことについて 

   ア 試験妨害行為や不正行為の防止の必要性，状況に応じた迅速かつ適切

な対処の必要性について 

     司法試験は，上記（１）のア記載のとおり，法曹となろうとする者に

必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的と

する国家試験であり，厳格な公正性・公平性の確保が求められている。 

そして，試験実施の公正性・公平性を確保するためには，厳格な試験

時間の管理，及び，試験問題等の管理を行うことが必要不可欠であると

ころ，かかる管理を妨害し試験の円滑な進行を妨げるような試験妨害行
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為を防止する必要性が極めて大きい。また，当然ながらカンニングなど

の不正行為を看過すれば，試験結果の公正性・公平性を保つことはでき

ないのであって，かかる不正行為を防止する必要性も極めて大きい。 

このような試験妨害行為や不正行為の防止は，いずれの試験でも要請

されるところではあるが，法曹となるために必要な学識及びその応用能

力の判定を行うことを目的とする国家試験である司法試験においては，

とりわけ強く要請されている（司法試験法１０条等）。 

また，試験実施に際しては，多数の受験者からの質問への対応，突発

的事態への対応等を含め，実際に生じた様々な事象に応じた対応が必要

となるところ，そのような様々な場面における対応を要領として事前に

一律に文書化することには限界があり，個々の状況に応じた迅速かつ適

切な対処が必要である。 

イ 文書１について 

文書１は，各試験場に派遣される法務省責任者及び法務省副責任者，

及び，各試験場における試験実施業務の総括責任者である運営責任者，

及び，運営責任者を補佐する運営副責任者（以下これらの者を「運営責

任者等」という。）が行うべき事項について説明した実施要領である。 

（ア）表紙について 

文書１ないし４の表紙は，使用者の属性を一見して特定できるよう

にそれぞれ異なる色彩・形状とする工夫が施されており，試験当日，

運営責任者等が各試験場において行動する際，これを所持しているこ

とをもって関係者であり，かつその属性を示す物品の一つとしても用

いられており，言わば身分証代わりとしても用いられている意味合い

のあるものである。 

そのため，文書１の表紙を公にすることとなれば同様の形状の表紙

を用いた冊子を携行することによって関係者になりすますことが可能

となり，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者が，試験場内で関係者

のみが立ち入ることのできる場所へ出入りすることが可能となる。 

したがって，文書１の表紙は，これを公にすることにより試験妨害

行為や不正行為を容易ならしめ，試験実施事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるので，法５条６号本文及び同号イに該当する情報

である。 

（イ）目次の不開示部分について 

文書１の目次の不開示部分は，運営責任者等において各段階で行う

準備作業の詳細及び試験当日に行われる諸手続の標目を記載している

ところ，これを公にすることとなれば，運営責任者等がどのような準

備・行動を行っているかその概要が明らかとなり，予めどのような事

態を想定して対応策を定めているかが明らかとなる。となれば，試験
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妨害行為や不正行為をもくろむ者が，運営責任者等の動静を把握して

その隙に乗じることにより，これらの行為に及ぶことを容易ならしめ

ることとなる。以上のとおり，目次の不開示部分は，試験実施事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６号本

文及び同号イに該当する情報である。 

（ウ）本文の不開示部分について 

文書１の本文の不開示部分は，運営責任者等が試験実施に際し，

各段階で行う準備作業の詳細及び試験当日に行われる諸手続の詳細

が記載されており，これを公にすることとなれば，運営責任者等が

いかなる時間帯にどのような行動を行っているかその詳細が明らか

となり，さらには，各試験室における試験時間の管理方法の詳細，

試験問題・答案等の授受方法やその管理方法の詳細，いかなる事態

を想定して対応策を定めているか等が明らかとなる。となれば，試

験妨害行為や不正行為をもくろむ者が，運営責任者等の動静を把握

してその隙に乗じたり，効果的に妨害行為を行って試験時間を混乱

させたり，試験問題の奪取を図ったり，不正行為に及んだりするな

ど，試験妨害行為や不正行為を容易ならしめることとなる。   

また，上記不開示部分を公にすることとなれば，微細な事項につき，

要領の記載内容と実際の対応に齟齬があるなどという指摘が多発して，

運営責任者等においてその対応に追われるなどすることにより，試験

の実施運営上の困難を生じるおそれもある。 

したがって，文書１の本文の不開示部分は，司法試験の実施事務の

適正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条

６号本文及び同号イに該当する。 

   ウ 文書２について 

     文書２は，各試験場で勤務する会場係員が行うべき事項について説明

した実施要領であるが，その表紙，目次，及び，本文の不開示部分につ

いては，文書１と同様，これを公にすることにより試験妨害行為や不正

行為を容易ならしめ，要領の記載内容と実際の対応に齟齬があるなどと

いう指摘が多発して，会場係員においてその対応に追われるなどするこ

とにより試験の実施運営上の困難を生じるおそれがあり，試験実施事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６号本

文及び同号イに該当する。 

   エ 文書３について 

     文書３は，各試験場の個々の試験室において，試験室の責任者として

試験を監督する監督員，及び，監督員の指揮を受けて試験監督の補助を

行う監督補助員（以下「監督員等」という。）が行う事項について説明

した実施要領である。 
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（ア）表紙について 

      上記（３）のイ（ア）記載と同様，文書３の表紙は，これを公にす

ることにより試験妨害行為や不正行為を容易ならしめ，試験実施事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６号

本文及び同号イに該当する。 

（イ）目次の不開示部分について 

文書３の目次の不開示部分は，「対応詳細」という標題中の目次部

分である。この点，「対応詳細」の本文中には試験実施時に発生する

ことが想定される特殊事態への対応要領が記載されており，各特殊事

態が発生した際，監督員等がいかなる対応を行うかについての詳細が

記載されている。そして，文書３の目次の不開示部分には，「対応詳

細」で想定している特殊事態の標目が記載されているところ，これを

公にすることとなれば，いかなる特殊事態を想定して対応要領を定め

ているかが明らかとなり，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者がそ

の間隙を突いて試験妨害行為や不正行為に及ぶことが容易になる。し

たがって，文書３の目次の不開示部分は，司法試験の実施業務の適正

な遂行に重大な支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６号

本文及び同号イに該当する。 

（ウ）「試験事務室の要員について」「試験室における注意事項」「監督

員等の業務について」の不開示部分について 

      文書３の「試験事務室の要員について」中の不開示部分は，「３運

営組織図」の記載部分であるところ，これを公にすると，司法試験の

運営組織体制全体が具体的に明らかとなるもので，試験妨害行為をも

くろむ者においてより効果的な妨害行為を行うことが可能となる情報

である。また，「試験室における注意事項」中の不開示部分は，監督

員等が試験の実施や不正行為防止のために遵守すべき注意事項を記載

しているところ，監督員等がどのような事項に留意して試験実施や不

正行為防止に従事しているかが具体的に明らかとなる情報であり，こ

れを公にすると，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者がその間隙を

突いてかかる行為に及ぶことが容易となる情報である。そして，「監

督員等の業務について」中の不開示部分は，監督員等の業務に関して，

試験時間の管理方法，電子機器の取扱い，問題集等の配付方法，試験

時間中の業務内容，試験時間後の業務内容，試験前日の業務内容につ

いて，特に注意すべき事項を詳細に記載している。これらの情報が公

になれば，試験時間の確保，問題文等の管理，不正行為防止のために

監督員等が行う業務，行動の詳細が明らかとなり，試験妨害行為をも

くろむ者において効果的に妨害行為に及ぶことを容易にし，さらに，

不正行為をもくろむ者において不正行為防止対策の間隙を突いて不正
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行為に及ぶことを容易にすることとなる。また，この不開示部分が公

になれば，微細な事項につき，要領の記載内容と実際の対応に齟齬が

あるなどという指摘が多発して，監督員等においてその対応に追われ

るなどすることにより，試験の実施運営上の困難を生じるおそれがあ

る。 

すなわち，これら不開示部分は，司法試験の実施業務の適正な遂行

に重大な支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６号本文及

び同号イに該当する。 

（エ）「日別実施要領」の不開示部分について 

文書３の「日別実施要領」中の不開示部分は，監督員等が試験実施

に際して，各段階で行う準備作業の詳細及び試験時間中に行う業務の

詳細が記載されている。これを公にすることとなれば，各試験室にお

ける監督員等の適正な試験時間の確保のための対応方法や試験問題等

の管理方法の詳細等が明らかとなり，さらに，試験時間中の不正受験

を防止するための注意点等として事前に何が想定され，何が想定され

ていないかが明らかとなり，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者に

おいて，監督員等の対応状況や注意状況を事前に把握してその状況を

利用することによって，試験妨害行為や不正行為に及ぶことが容易と

なり，また，微細な事項につき，要領の記載内容と実際の対応に齟齬

があるなどという指摘が多発して，監督員等においてその対応に追わ

れるなどすることにより試験の実施運営上の困難を生じるおそれがあ

り，司法試験の実施業務の適正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれが

あり，法５条６号本文及び同号イに該当する。 

（オ）「平成２７年司法試験受験対応Ｑ＆Ａ」及び「対応詳細」の不開示

部分について 

      文書３の「平成２７年司法試験受験対応Ｑ＆Ａ」及び「対応詳細」

の不開示部分には，受験者からの要望・問合せへの対応要領や，試験

実施時に発生することが想定される特殊事態への対応要領が記載され

ている。これを公にすることとなれば，監督員等における受験者への

対応の詳細や特殊事態への対応の詳細等が明らかとなり，さらに，試

験実施時に発生し得る事態として事前に何が想定され，何が想定され

ていないかが明らかとなり，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者に

おいて，監督員等の対応状況を事前に把握してその状況を利用するこ

とによって，試験妨害行為や不正行為に及ぶことが容易となり，また，

微細な事項につき，要領の記載内容と実際の対応の齟齬があるなどと

いう指摘が多発して，監督員等においてその対応に追われるなどする

ことにより試験の実施運営上の困難を生じるおそれがあり，司法試験

の実施業務の適正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれがあるため，法
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５条６号本文及び同号イに該当する。 

   オ 文書４について 

     文書４は，運営責任者，運営副責任者，試験実施員ら試験業務に従事

する者が，試験業務を実施運営するに当たって必要となる資料，様式，

受験実施状況の流れをまとめた資料集である。 

（ア）表紙について 

      上記（３）のイ（ア）記載と同様，文書４の表紙は，これを公にす

ることにより試験妨害行為や不正行為を容易ならしめ，試験実施事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６号

本文及び同号イに該当する。 

（イ）目次の不開示部分について 

文書４の目次の不開示部分は，「様式編」という標題中の目次部分

である。この点，「様式編」の本文部分には試験業務を行う際の各種

様式を記載しており，目次部分にはその標題が記載されているところ，

監督員等が試験実施に際して行う準備作業の詳細及び試験時間中に行

う業務を推知させるものである。これを公にすることとなれば，試験

妨害行為や不正行為をもくろむ者が監督員等の動静を事前に推知しそ

の状況を利用して試験妨害行為や不正行為に及ぶことが容易になる。

したがって，文書４の目次の不開示部分は，司法試験の実施業務の適

正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６

号本文及び同号イに該当する。 

（ウ）「資料編」の不開示部分について 

文書４の「資料編」本文の不開示部分は，各試験場の人員構成，問

題文等印刷物等の搬出入時刻，配付物品一覧，関係者内で用いる略称

一覧，試験地別問題集・答案・法文配付順，搬送用資材イメージ，試

験室設営に関する注意事項，試験室別梱包数一覧表，仮受験票の書式，

受験特別措置票（事後申出）の書式，試験室配付物品チェックリスト，

試験時刻の管理に関する注意事項，ストップウォッチの操作方法，写

真票の確認方法，答案構成用紙に関する注意事項，備品重要物品格納

リストが記載されている。これらは，関係者以外には知り得ない情報

であり，これを公にすることとなれば，試験妨害行為や不正行為をも

くろむ者において，各試験場の体制，問題文等の管理状況などの情報

を入手することによって，試験妨害行為や不正行為を容易ならしめる

ものであり，司法試験の実施業務の適正な遂行に重大な支障を及ぼす

おそれがある情報であって，法５条６号本文及び同号イに該当する。 

（エ）「様式編」の不開示部分について 

文書４の「様式編」本文の不開示部分は，主に監督員，監督補助員

等が試験時間の管理，答案回収後の整理・管理等で用いる各種文書の
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様式であるが，これを公にすることとなれば，試験時間の管理，答案

回収後の整理・管理等がどのような方法で行っているかが明らかとな

り，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者にとっては，これらの情報

を事前に入手することによって，試験妨害行為や不正行為を容易なら

しめるものであり，司法試験の実施業務の適正な遂行に重大な支障を

及ぼすおそれがある情報であることから，法５条６号本文及び同号イ

に該当する。 

（オ）「受験実施状況の流れ（概要）」の不開示部分について 

文書４の「受験実施状況の流れ（概要）」の不開示部分は，時系列

に沿って，運営責任者，運営副責任者，会場係員，監督員，監督補助

員等，試験業務に従事する者の一連の業務課程が記載されており，こ

れを公にすることとなれば，試験準備段階から試験終了後の解散まで

各段階における試験実施担当者の動静が明らかとなり，試験妨害行為

や不正行為をもくろむ者がその間隙を突いて試験妨害行為や不正行為

に及ぶことが容易になる。また，上記不開示部分を公にすることとな

れば，微細な事項につき，要領の記載内容と実際の対応が齟齬してい

るなどという批判が多発して，試験業務に従事する者においてその対

応に追われるなどすることにより，試験の実施運営上の困難を生じる

おそれがある。したがって，司法試験の実施業務の適正な遂行に重大

な支障を及ぼすおそれがある情報であって，法５条６号本文及び同号

イに該当する。 

（４）結論 

以上のとおり，文書１ないし４の各不開示部分については，法５条６

号本文及び同号イに該当する情報が記載されていることから，これらを

不開示とした処分庁の決定は相当である。 

２ 補充理由説明書 

（１）以下の一部不開示とした部分について，その理由を補足する。 

ア 文書１「２ 運営組織図」 

本運営組織図には，司法試験委員会が設置した総本部（以下「総本

    部」という。）の試験会場が記載されており，これを公にした場合，

    どの試験会場に総本部があるかが判明する。総本部の設置会場が明ら

    かとなった場合，試験妨害や不正行為をもくろむ者に総本部が標的と

    され，試験運営の疑義等に関する各試験会場からの報告，それに対す

    る総本部からの指示が適切に伝わらなくなるなどの妨害を受けること

    で，試験運営上の重要決定事項に関する指揮系統が麻痺し，試験運営

    自体が成り立たなくなり試験実施に重大な支障が生じ，司法試験の実

    施業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号本文及

    び同号イに該当するため不開示とすることが相当である。 
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   イ 文書３「３ 運営組織図」 

     上記ア記載と同じ。 

（２）別紙２に掲げる不開示部分については，法５条６号本文及び同号イに

該当するため不開示としたところであるが，再度精査した結果，開示可

能な情報と認められることから開示することとする 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  平成２８年６月２７日   諮問の受理 

②  同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③  同年７月５日       審議 

④  同月１１日        異議申立人から意見書及び資料を収受 

⑤  同年１０月４日      本件対象文書の見分及び審議 

⑥  同年１１月８日      審議 

⑦ 同月２５日        諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑧ 同年１２月９日      審議 

⑨ 同月１９日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「平成２７年司法試験運営責任者注意事項」（文書

１），「平成２７年司法試験事務室実施要領」（文書２），「平成２７年

司法試験実施要領」（文書３）及び「平成２７年司法試験実施要領【資料

集】」（文書４）である。 

処分庁は，本件対象文書について，その一部が法５条６号柱書き及びイ

に該当するとして，不開示とする原処分を行った。 

これに対し，異議申立人は，不開示部分の開示を求めているところ，諮

問庁は，補充理由説明書において，別紙２に掲げる部分については，開示

するとしているが，その余の不開示部分（以下「本件不開示維持部分」と

いう。）については原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文

書を見分した結果を踏まえ，本件不開示維持部分の不開示情報該当性を検

討する。 

２ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）「平成２７年司法試験運営責任者注意事項」（文書１）について 

   文書１は，平成２７年度司法試験（以下「試験」ともいう。）各試験

場に派遣される法務省責任者と法務省副責任者及び各試験場における試

験実施業務の総括責任者である運営責任者と運営責任者を補佐する運営

副責任者が行うべき事項について説明した実施要領であり，①表紙，②

目次及び③本文で構成されている。 

    ア 表紙について 
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当審査会において文書１を見分したところ，標記の部分には，特に

秘匿すべき情報の記載は認められないものの，他の文書の表紙と異

なる特定の色彩の紙が使用され，印字されている文字等の配置，形

状等にも一定の特徴があると認められる。 

また，諮問庁の説明によれば，文書１の表紙については，使用者の

特性を一見して特定できるように異なる色彩，形状としており，い

わば身分証代わりとして用いられている意味合いのあるものである

とのことであり（文書２ないし文書４の表紙についても同じ。），

この点を覆すに足りる事情はない。 

そうすると，標記の部分が公になった場合，同様の形状の表紙を用

いた冊子を携行することによって試験実施業務の関係者になりすま

すことが可能となり，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者が，試

験場内で試験実施業務の関係者のみが立ち入ることのできる場所へ

出入りすることが可能となるおそれがある旨の諮問庁の説明は，首

肯できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 目次に係る不開示維持部分について 

       当審査会において文書１を見分したところ， 標記の部分には，運

営責任者等において各段階で行う準備作業の詳細及び試験当日に行

われる諸手続の内容が，端的に記載されていると認められる。 

そうすると，これを公にすると，運営責任者等がどのような準備や

行動を行っているかの概要や，あらかじめどのような事態を想定し

て対応策を定めているか等が明らかとなり，試験妨害行為や不正行

為をもくろむ者が，運営責任者等の動静を把握してその隙に乗じる

ことにより，これらの行為に及ぶことを容易ならしめるおそれがあ

る旨の諮問庁の説明は，首肯できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 本文に係る不開示維持部分について 

     当審査会において文書１を見分したところ，本文に記載された内容

については，次のとおり大別できる。 

     ① 試験運営の事務分担及び運営組織図について 

     ② 試験前日までの準備等 
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     ③ 当日（試験開始まで）の対応等 

     ④ 当日（試験開始以降）の対応等 

     ⑤ 不測の事態への対応等 

（ア）標記の部分のうち，運営組織図の総本部の設置場所が記載された

部分については，これを公にした場合，試験妨害や不正行為をもく

ろむ者に総本部が標的とされ，試験運営の疑義等に関する各試験会

場からの報告，それに対する総本部からの指示が適切に伝わらなく

なるなどの妨害を受けることで，試験運営上の重要決定事項に関す

る指揮系統が麻痺し，試験運営自体が成り立たなくなり試験実施に

重大な支障が生じるおそれがある旨の諮問庁の説明は，首肯できる。 

（イ）また，その余の部分には，運営責任者等が試験実施に際し，各段

階で行う準備作業の詳細，試験当日に行われる諸手続の内容及び不

測の事態への対応方針等が，具体的に記載されていると認められる。 

そうすると，これを公にすると，運営責任者等がいかなる時間帯

にどのような準備・行動を行っているかの詳細や，いかなる事態を

想定して対応策を定めているか等が明らかとなり，試験妨害行為や

不正行為をもくろむ者が，運営責任者等の動静を把握してその隙に

乗じるなどして，試験妨害行為や不正行為に及ぶことを容易になら

しめるおそれがある旨の諮問庁の説明も，首肯できる。 

（ウ）したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に

係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるこ

とから，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまで

もなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）「平成２７年司法試験事務室実施要領」（文書２）について   

   文書２は，各試験場で勤務する会場係員が行うべき事項について説明

した実施要領であり，①表紙，②目次及び③本文で構成されている。 

    ア 表紙について 

当審査会において文書２を見分したところ，標記の部分は，文書１

と同様に，その色彩や文字等の配置，形状等が一定の特徴を有する

ものであると認められる。 

そうすると，標記の部分については，上記（１）アと同様の理由に

より，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

 イ 目次に係る不開示維持部分について 

当審査会において文書２を見分したところ，標記の部分には，各試

験会場で勤務する会場係員等において各段階で行う準備作業の詳細

及び試験当日に行われる諸手続の内容が，端的に記載されていると

認められる。 
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そうすると，標記の部分については，これを公にすると，会場係員

等がどのような準備，行動を行っているかの概要や，あらかじめど

のような事態を想定して対応策を定めているか等が明らかになると

認められることから，上記（１）イと同様の理由により，法５条６

号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでもなく，不開示と

することが妥当である。 

ウ 本文に係る不開示維持部分について 

     当審査会において文書２を見分したところ，標記の部分には，会場

係員等において試験前日の各段階で行う準備作業の詳細及び試験当

日に行われる諸手続の内容等が，具体的に記載されていると認めら

れる。 

そうすると，標記の部分については，これを公にすると，会場係員

等がどのような準備，行動を行っているかの概要や，あらかじめど

のような事態を想定して対応策を定めているか等が明らかになると

認められる。 

したがって，標記の部分については，上記（１）ウ（ウ）と同様の

理由により，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断する

までもなく，不開示とすることが妥当である。 

（３）「平成２７年司法試験実施要領」（文書３）について   

   文書３は，各試験場の個々の試験室において，試験室の責任者として

試験を監督する監督員及び監督員の指揮を受けて試験監督の補助を行う

監督補助員等が行う事項について説明した実施要領であり，①表紙，②

目次，③試験事務室の要員について，④試験室における注意事項，⑤監

督員等の業務について，⑥日別実施要領及び⑦平成２７年司法試験受験

対応Ｑ＆Ａ及び対応詳細で構成されている。 

   ア 表紙について 

当審査会において文書３を見分したところ，標記の部分は，文書１

と同様に，その色彩や文字等の配置，形状等が一定の特徴を有する

ものであると認められる。 

そうすると，標記の部分については，上記（１）アと同様の理由に

より，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

イ 目次に係る不開示維持部分について 

     当審査会において文書３を見分したところ，標記の部分には，「対

応詳細」という標題中の目次部分であり，試験実施時に発生するこ

とが想定される特殊事態が，端的に記載されていると認められる。 

そうすると，標記の部分については，これを公にすると，運営責任

者等がいかなる特殊事態を想定して対応要領を定めているかが明ら
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かになり，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者が，その間隙を突

いて試験妨害行為や不正行為に及ぶことが容易になるおそれがある

旨の諮問庁の説明は，首肯できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 「試験事務室の要員」（１頁）に係る不開示維持部分について  

     当審査会において文書３を見分したところ，標記の部分は，試験の

運営組織体制全体が記載された「運営組織図」のうち，総本部の設

置された場所が記載された部分であり，上記（１）ウ（ア）の文書

１の不開示維持部分と同一のものであると認められる。 

したがって，標記の部分については，上記（１）ウ（ア）と同様の

理由により，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断する

までもなく，不開示とすることが妥当である。 

 エ 「試験室における注意事項」及び「監督員等の業務」（３頁ないし 

８頁）に係る不開示維持部分について 

当審査会において文書３を見分したところ，標記の部分のうち，

「試験室における注意事項」には，試験の監督員等が試験の実施や

不正行為防止のために注意すべき事項が，また，「監督員等の業務」

には，試験時間の管理方法，電子機器類の取扱い，問題集等の配付

方法，試験前日・試験時間中・試験後の業務内容に係る特に注意す

べき事項が，それぞれ具体的に記載されていると認められる。 

そうすると，標記の部分については，これを公にすると，監督員等

がどのような事項に留意して試験実施や不正行為防止に従事してい

るかや，試験時間の確保，問題文等の管理，不正行為防止のために

監督員等が行う業務，行動の詳細が明らかとなり，試験妨害行為や

不正行為をもくろむ者において，効果的に妨害行為に及ぶことを容

易にし，さらに，不正行為をもくろむ者において不正行為防止対策

の間隙を突いて不正行為に及ぶことを容易にすることや，微細な事

項につき，要領の記載内容と実際の対応に齟齬があるなどという指

摘が多発して，監督員等においてその対応に追われるなどすること

により，試験の実施運営上の困難を生じるおそれがある旨の諮問庁

の説明は，首肯できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 
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オ 「日別実施要領」（９頁ないし５０頁）に係る不開示維持部分につ 

いて 

当審査会において文書３を見分したところ，標記の部分には，日時

別に監督員等が試験実施に際して，試験問題の管理方法を含む各段

階で行う準備作業の詳細及び不正受験を防止するための注意点を含

む試験時間中に行う業務が，具体的に記載されていると認められる。 

そうすると，これを公にすると，各試験室における監督員等の適正

な試験時間の確保のための対応方法や試験問題等の管理方法の詳細

等が明らかとなり，試験妨害行為や不正行為をもくろむ者において，

監督員等の対応状況や注意状況を事前に把握してその状況を利用す

ることによって，試験妨害行為や不正行為に及ぶことが容易となる

ことや，微細な事項につき，要領の記載内容と実際の対応に齟齬が

あるなどという指摘が多発して，監督員等においてその対応に追わ

れるなどすることにより，試験の実施運営上の困難を生じるおそれ

がある旨の諮問庁の説明は，首肯できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

カ 「平成２７年司法試験受験対応Ｑ＆Ａ」及び「対応詳細」（５１

頁ないし７０頁）に係る不開示維持部分について 

当審査会において文書３を見分したところ，標記の部分には，受験

者からの要望や問合せへの対応要領や，試験実施時に発生すること

が想定される特殊事態への対応要領が，具体的に記載されていると

認められる。 

そうすると，これを公にすると，監督員等における受験者への対応

の詳細や特殊事態への対応の詳細等が明らかとなり，試験妨害行為

や不正行為をもくろむ者において，監督員等の対応状況や注意状況

を事前に把握してその状況を利用することによって，試験妨害行為

や不正行為に及ぶことが容易となることや，微細な事項につき，要

領の記載内容と実際の対応に齟齬があるなどという指摘が多発して，

監督員等においてその対応に追われるなどすることにより，試験の

実施運営上の困難を生じるおそれがある旨の諮問庁の説明は，首肯

できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 
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（４）「平成２７年司法試験実施要領【資料集】」（文書４）に係る不開示

維持部分について   

   文書４は，試験業務に従事する者が，試験業務を実施運営するに当た

って必要となる資料，様式，受験実施状況の流れをまとめた資料集であ

り，①表紙，②目次，③資料編，④様式編，⑤受験参考資料（実施状況

の流れ（概要））で構成されている。 

   ア 表紙について 

当審査会において文書４を見分したところ，標記の部分は，文書１

と同様に，その色彩や文字等の配置，形状等が一定の特徴を有する

ものであると認められる。 

そうすると，標記の部分については，上記（１）アと同様の理由に

より，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

 イ 目次にかかる不開示維持部分について 

当審査会において文書４を見分したところ，標記の部分には，運営

責任者等が試験実施に際して行う準備作業，試験時間中及び試験終了

後に行う業務や確認作業において作成又は使用する文書の様式名が，

作業の流れに即する形で，端的に記載されていると認められる。 

そうすると，標記の部分については，これを公にすると，会場係員

等がいかなる時間帯にどのような準備や行動を行っているかの概要

等が明らかになると認められることから，上記（１）イと同様の理

由により，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するま

でもなく，不開示とすることが妥当である。 

 ウ 資料編（１頁ないし２７頁）に係る不開示維持部分について  

     当審査会において文書４を見分したところ，標記の部分には，各試

験場の人員構成，問題文等印刷物等の搬出入時刻，配付物品一覧，

関係者内で用いる略称等，試験地別問題集・答案・法文配付順，搬

送用資材イメージ，試験室設営に関する注意事項，試験室別梱包数

一覧表，受験特別措置票（事後申出）の書式，試験室配付物品チェ

ックリストの一部，試験時刻の管理に関する注意事項，ストップウ

ォッチの操作方法，写真票の確認方法，答案構成用紙に関する注意

事項，備品重要物品格納リスト等が，具体的に記載されていると認

められる。 

これらは，各試験場の体制，問題文の管理や試験時間の管理など試

験事務に係る情報であるといえ，そうすると，これを公にすると，

試験妨害行為や不正行為をもくろむ者において，各試験場の体制，

問題文等の管理状況などの情報を入手することによって，試験妨害

行為や不正行為を容易ならしめる旨の諮問庁の説明は，首肯できる。 
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したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

   エ 様式編（２８頁ないし５４頁）に係る不開示維持部分について 

     当審査会において文書４を見分したところ，標記の部分には，監督

員が試験時間の管理，答案回収後の整理・管理等で用いる各種文書

の様式が，具体的に記載されていると認められる。 

そうすると，これを公にすると，試験時間の管理，答案回収後の整

理・管理等がどのような方法で行われているかが明らかとなり，試

験妨害行為や不正行為をもくろむ者が，これらの情報を事前に入手

することによって，試験妨害行為や不正行為に及ぶことが容易にな

るおそれがある旨の諮問庁の説明は，首肯できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

   オ 参考資料編（受験実施状況の流れ（概要））（５５頁ないし５８頁）

に係る不開示維持部分について 

     当審査会において文書４を見分したところ，標記の部分には，日時

ごとの，運営責任者等の試験業務に従事する者の一連の業務課程が，

具体的に記載されていると認められる。 

そうすると，これを公にすると，試験準備段階から試験終了後の解

散まで各段階における試験実施担当者の動静が明らかとなり，試験

妨害行為や不正行為をもくろむ者が，その間隙を突いて試験妨害行

為や不正行為に及ぶことが容易になるおそれがある旨の諮問庁の説

明は，首肯できる。 

したがって，標記の部分については，これを公にすると，試験に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められること

から，法５条６号柱書きに該当し，同号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人は，その他種々主張するが，当審査会の上記判断を左右する

ものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条６号柱書き及

びイに該当するとして不開示とした決定については，諮問庁がなお不開示

とすべきとしている部分は，同号柱書きに該当すると認められるので，同
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号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であると判断

した。 

（第１部会） 

  委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 
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別紙１ 本件対象文書 

 

文書１ 「平成２７年司法試験運営責任者注意事項」 

文書２ 「平成２７年司法試験事務室実施要領」 

文書３ 「平成２７年司法試験実施要領」 

文書４ 「平成２７年司法試験実施要領【資料集】」 
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別紙２ 補充理由説明書において諮問庁が新たに開示するとした部分 

 

１ 文書１について 

（１）「２ 運営組織図」中，上記第３の２（１）記載部分以外 

（２）目次中，【その他の留意事項】１，４及び５の表題並びに別紙１ないし

３の表題 

（３）１１頁中，１，４及び５の表題部分 

（４）１２頁別紙１の表題部分 

（５）１４頁別紙２の表題部分 

（６）別紙２中，１５頁の２３行目以下の部分及び１６頁 

（７）１７頁別紙３の表題部分 

  

２ 文書３について 

（１）「３ 運営組織図」中，上記第３の２（１）記載部分以外 

（２）４頁２表題の一部不開示部分 

（３）５頁２６行目１４文字目ないし２０文字目の部分 

（４）６頁４行目１２文字目ないし２０文字目の部分 

（５）７頁３４行目１４文字目ないし２２文字目の部分 

（６）５０頁「試験室配付物品チェックリスト」中，下４行を除く部分 

 

３ 文書４について 

（１）目次の次頁，２７頁の次頁（２８頁の前頁）及び５４頁の次頁（５５頁

の前頁） 

（２）１頁ないし７頁に記載の試験地及び試験会場部分 

（３）１２頁資料９「仮受験票」の仮受験票部分 

（４）１４頁資料１１「試験室配付物品チェックリスト」中，下４行を除く部

分 

（５）１５頁資料１２「試験物品配付・回収チェックリスト【例】」 

 

 




